
当日は、テープカットを予定しております。その後
ご入館いただくことができるようになります。
また、開館直後は混雑することも考えられます。ご

来館に際しましては、新型コロナウイルス感染予防の
ため、マスクの着用、入館時の手指消毒、館内での適
切な距離確保にご協力ください。

えき蔵３階にある地域交流センターと会議室を10月５日㊊
から貸し出します。講演会や研修にご利用ください。予約の受
付は９月７日㊊以降、教育委員会社会教育係（☎63-1111）
までご連絡ください。使用料は下記のとおりです。

10月３日㊏ 13：30

OPEN
えき蔵２階
図書館

地域交流センター・会議室
を貸し出します！

会議室①～③会議室①～③
地域交流センター地域交流センター

えき蔵３階

名称 使用料
（１時間）

使用可能
時間

会議室 各500円
（消費税別）

9：00
▼

21：00

地域交流
センター

1,500円
（消費税別）

9：00
▼

21：00

割増料金およびその他貸出条件
1湯浅町民以外の者が使用する場合、使
用料に当該金額の２割の額を加算する。

2営利を目的として使用する場合、使用
料に当該金額の５割の額を加算する。

3土、日、祝日に使用する場合、使用料
に当該金額の２割の額を加算する。

4午後６時以降に使用する場合、使用料
に当該金額の２割の額を加算する。

5冷暖房を使用する場合、使用料に当該
金額の３割の額を加算する。

6会議室①～③と地域交流センターの放
送設備を使用する場合は１回あたり
500円を加算する。

7会議室①～③をまとめて使用する場合
の使用料は1,000円とする。

8準備及び撤収を含めた時間を使用時間
とし、冷暖房の使用についても使用時
間内とする。

8令和２年９月

令和３年度 園児募集
★保育所等一覧表：土曜日は希望保育です。

令和３年度保育所等入園申込書の配布および受付について

湯浅町にお住まいの方で、令和３年４月以降に上記一覧表の施設および湯浅町外の認可保育所など
の利用を希望される方は、申込手続きを行ってください。
※湯浅幼稚園については、保育認定希望者のみこの手続きが必要です。

●対象となる児童の生年月日
5歳児 平成27年4月2日～平成28年4月1日生

4歳児 平成28年4月2日～平成29年4月1日生

3歳児 平成29年4月2日～平成30年4月1日生

2歳児 平成30年4月2日～平成31年4月1日生

1歳児 平成31年4月2日～令和2年4月1日生

0歳児 令和2年4月2日生～

運営 保育所名等 対象児童の年齢 開所時間（曜日） 所在地 電話番号

公立
向島・武者越統合こども園（仮称） ６ヶ月児

～５歳児
7:00～19:00（月～金）
7:00～17:30（土） 青木275－1 幼児教育係

63－1111

田こども園（仮称） １歳児
～５歳児 8:00～18:00（月～金） 田558－6 63－3050

私立
ひまわり保育園 ３ヶ月児

～５歳児
7:00～19:00（月～土）
休日保育あり 青木564－1 62－4997

認定こども園湯浅幼稚園 ２歳児
～５歳児

8:00～18:00（月～金）
8:00～11:30（第1.3.5土曜） 湯浅785 62－5666

新こども園が来年４月に開園します
令和３年４月に、津波の浸水想定区域にある向島保育所と、老朽化のすすむ武者越保育所の２園を統合し、「認定こど

も園」を新たに開園します。また、現在の田保育所も認定こども園に移行する予定です。

　認定こども園は、子育て支援の充実をはかり、保育所と幼稚園両方の良さを取り入れた施設です。また、新しい施設は、

避難所としての機能も有しているため、より安心してお子様を預けて頂ける事と思います。

教 育 委 員 会 だ よ り

●認定要件
上記施設を利用するには、下記のいずれかの申込手
続きが必要です。
［保育認定申込］
保護者が就労もしくは出産、疾病などの理由により、
家庭において十分に児童の保育をすることができな
いと認められる場合は、施設の利用が可能。
［教育認定申込］
保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能。
●申込書配布
９月中旬から上記一覧表の各施設または教育委員会
幼児教育係にて配布いたします。
●申込受付
期間／10月５日㊊～10月９日㊎
場所／教育委員会　幼児教育係（新規申込児童、広

域入園児童、転園希望児等）
※現在町内の保育園・幼稚園（保育認定）を利用中で、
引き続き利用を希望する児童については、保育園・
幼稚園へ提出してください。

★ご注意ください！
○現在妊娠中で、産後、令和３年度中に
確実に復職される場合は、出生前でも
入園申込が可能です。
○入園希望者が多数で、全員が希望保育
所等への入園が困難な場合は、入園選
考をさせていただきます。
　その結果、入園ができないこともあり
ますのであらかじめご了承ください。

教育委員会 幼児教育係（20番窓口）☎６３－１１１１9 令和２年９月


